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Ⅰ　は じ め に

保育サービスの拡充は，就労と家庭生活の両立
支援や少子化対策においてますます重要な政策課
題となっている。その契機となった「1.57 ショッ

ク」からおよそ 30 年が経とうとしている現在，
多様な保育サービスの充実，保育無償化，保育人
材の確保といった種々の政策が，ニッポン一億総
活躍プランの「希望出生率 1.8」という的に対す
る新・第二の矢「夢をつむぐ子育て支援」の一環
として，働き方改革などとともに進められている
ことは，その象徴といえる。

著者らが専攻する地理学分野では，保育サービ
スの需給関係を理解するため，主に二つの研究に
取り組んできた。第一に，サービスの供給と需要
にみられる様々な空間スケールの地域差に着目す
る研究である。保育サービスの供給と需要は地域
間で異なっており，供給の公正さの評価や地域差
を形成する背景要因が解明されてきた（たとえば
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本稿では，日本の保育サービスにおける需給の地域的・空間的なギャップの実態と，それ
を是正するために実施されてきた様々な取組みの効果を，地図上に可視化できる GIS を
用いて分析した。本稿が扱った取組みは，小規模保育施設と駅型保育所の整備，長時間保
育，そして送迎保育の導入である。これらのうち小規模保育施設の整備が需給ギャップを
縮小する効果は，待機児童問題が深刻な大都市においては限定的にならざるを得ないこと
を示す分析結果が得られた。一方，送迎保育に関しては，保護者の利便性を担保した上
で，立地条件が不利な保育所で発生する定員の余裕を活用したり，不便だが土地に余裕が
ある場所に相応規模の保育所を設置して利用したりできるため，地域的・空間的な需給
ギャップが顕著にあらわれている自治体ほどその縮小に対して高いポテンシャルをもつこ
とが示唆された。しかし，送迎保育には，バス移動や保育場所ならびに対人環境の変化が
児童にとって心身面の負担になりやすいという課題もある。児童の福祉を念頭に置けば，
保育サービスの多様化・柔軟化だけではなく，働き方改革の取組みと連携した総合的な就
労と家庭生活の両立支援が求められる。
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日本の研究では田中�2009；久木元�2016）。第二に，
時空間解析の手法を用いた保育施設の立地特性な
らびに利用者の送迎行動にみられる時間的・空間
的パターンの分析である。保育所に代表される施
設型の保育サービスは働く保護者が児童を送迎す
る必要があるため，その利用可能性は居住地や従
業地，通勤上の最寄駅との空間的なアクセシビリ
ティ，さらには職場での就労時間や保育施設の保
育時間に関する時間的なアクセシビリティから影
響を受ける。このため主に送迎を担ってきた女性
の就労や日常生活に与える制約を解明したり（た
とえば日本の研究では神谷�1996；宮澤�1998a），そ
の緩和に向けた取組みの効果を定量的に評価した
りしてきた（同じく宮澤�1998b；木内・宮澤�2013）。

これらの研究は，保育サービスの需給の理解に
は，その地域的・空間的側面が看過できないこと
を示してきた。その際にしばしば用いられてきた
ツールが，GIS（地理情報システム）である。GIS は，
地理的座標を要素としてもつ「地理情報」を扱う
ためのシステムであり，地理情報の解析ならびに
マッピングによる可視化に威力を発揮する。GIS
は，保育だけではなくほかの福祉サービスや保健
医療，さらには私たちの健康水準における地理的
な差異の可視化にも援用されてきた（中谷ほか�
2004；宮澤編著�2017）。

本稿は，保育サービスの需給バランスを検討す
る上で重要になる地域的・空間的なギャップにつ
いて日本における実態とそれを是正する様々な取
組みの効果を，地図上に可視化できる GIS を用
いて分析する。また，その結果を踏まえて保育
サービスをめぐる政策課題を論じることを目的と
する。

Ⅱ　保育所待機児童の大都市集中傾向

地域によって偏った分布をする事象は，地図に
表現するのに適している。GIS の第一の機能は，
地域差のある事象を地図化することで，分布の偏
りやその原因を考える手がかりを提供するところ
にある。その点で，分布の偏りがきわめて大きい
保育所待機児童数は，地図化に適した題材とな
る。

待機児童とは，認可保育所を希望しながら入所
できないで順番待ちの状態にある児童を指し，男
女共同参画社会の実現に向けて克服すべき課題と
して社会的にも関心を集めてきた。2015 年 4 月
に施行された子ども・子育て支援新制度では，認
可保育所だけでなく，認定こども園や地域型保育
事業施設など新しいタイプの保育所が拡充された
ことによって，保育所定員は増えてきたものの，
それを上回る利用者の増加があったため，2017
年 4 月時点の待機児童は，全国で 2 万 6081 人に
達した。翌年にかけても定員はさらに 10 万人弱
増加したが，2018 年 4 月現在でも依然として 2
万人程度の児童が認可保育所を利用したくても利
用できない状況にある。

待機児童の分布は，地域における保育需要に対
する供給の不足分を表すが，その分布を都道府県
単位で示したのが図 1 である。この図は，カルト
グラムという方法を使って，都道府県の面積に待
機児童数が比例するように形を歪めた表現をとっ
ている。これをみると，待機児童が東京・大阪の
二大都市圏，および福岡県，岡山県，宮城県など
政令市をもつ県に偏在していることが分かる。地
方圏で例外的に多くの待機児童を抱えているのが
沖縄県である。これは，高い出生率，共働きやひ
とり親世帯の多さ，米軍統治の影響で戦後の保育
政策が遅れたこと，などが原因と考えられる（若
林・久木元・由井�2012a）。

保育サービスの供給や保育所整備計画は，基本
的に市町村が担っており，待機児童数は各自治体
の保育政策のバロメータともなっている。全国で
最も多い待機児童を抱える東京圏でその分布を市
町村単位で示した図 2 は，各自治体の保育政策の
達成度を示している。この図から，大都市圏の中
でも待機児童の分布は偏っていることが分かる。
待機児童数は，入所希望が年度内で変動し，また
近隣で待機児童の少ない自治体に転居する世帯も
みられるため，年による順位の変動も激しいが，
一貫してゼロの市町村もあれば，慢性的に多くの
待機児童を抱えるところもある。全国的にみて
も，待機児童がゼロの市町村は，1741 市町村の
うち 76％に当たる 1321 にのぼる。残る 420 自治
体の多くが大都市圏に分布することから，待機児
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童問題は大都市特有のものともいえる。特に，
1990 年代後半から進行した人口の都心回帰とと
もに流入した子育て世帯に対して，東京都区部の
自治体では保育サービスの供給が追いついていな
いことが，図 2 の待機児童の分布にもあらわれて
いる。

Ⅲ　自治体内での保育サービスの需給
ギャップの地図化

前章でみたように，待機児童の問題は大都市圏
で深刻化している。さらに保護者が児童を送迎す
る必要がある保育所では，利用可能な施設が居住
地からの距離に制約されるため，供給と需要の地
域内でのアンバランスを深刻化させる背景にも
なっている。ここでは，自治体内の保育サービス
の需給ギャップを可視化するとともに，保育サービ
スの多様化の中で増えている一般的な認可保育所・
認定こども園以外のサービスによって需給ギャップ
がどの程度改善されるかについて評価する。

可視化に用いた手法は，食料品アクセス問題の
分野で用いられているフードデザートマップ（駒
木�2010）の作成手法を応用したものである。具体
的には，若林・久木元・由井（2012b）が沖縄県
那覇市を事例に保育の需要・供給の分布を地図化
した方法を踏襲する。この手法は，現在多くの
GIS が搭載するカーネル密度推定法とラスタ演算
の機能を用いている。カーネル密度推定法は，確
率密度を推定する方法であり，GIS では何らかの
現象について点分布データで得られた観測値（標
本）から全域の密度分布を曲面（サーフェス）デー
タで推定できる。これにより，小地域の乳幼児人

図 1　カルトグラムで表現した都道府県別待機児童数
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出所：厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成 29 年４月１日）」に基づき作成。

出所：�厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成 29 年４月１日）」
に基づき作成。

図 2　東京圏の待機児童発生状況（2017 年４月１日）
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口のデータから保育サービスに対する需要分布
を，保育施設の位置と定員のデータから保育サー
ビスの供給分布を得た上で，ラスタ演算を用いて
両者の差をとることで需給ギャップを捉えること
ができる（図 3）。なお，乳幼児をもつ世帯がすべて
保育を必要としているわけではないが，慢性的に多
くの待機児童を抱えてきた地域では，乳幼児人口を
保育への潜在的需要とみなすことは可能と考える。

ここでは事例地域として東京都内でも待機児童
が多く，地域内での人口分布特性に顕著な違いが
みられる江東区を取り上げた（図 4）。その背景に
は，1990 年代後半から進行したマンションの増
加と子育て世帯の流入があり，区内でも局地的に
それらの現象が発生している（加世田・坪本・若
林�2004；宮澤・阿部�2005）。分析対象の時期は『国
勢調査』の結果を使用する都合から 2015 年 10 月
とした。この時点で江東区内には認可保育所・認
定こども園が 96 カ所あり，本園・分園方式を採
用する園は 4 カ所であった。そのうち 2 園では送
迎保育の一種である「湾岸サテライト保育事業」

（以下，サテライト保育と呼ぶ）が実施されている。
これは，利便性の高い駅前や商業施設内に分園を
設置し，保護者が児童の送迎を分園で行い，分園
からは児童を湾岸地区に開設した広大な本園（定
員計 544 人）にバスでピストン移送して日中は本
園で保育するという取組みである。その他に当時
の江東区には小規模保育所と認証保育所が 65 カ
所あった。認証保育所は，東京都が一定の基準を
満たす認可外保育施設を指定し，独自の補助を行
う事業である。認証保育所は広い敷地を必要とす
る認可保育所（本園）に比べて，鉄道駅に近接し
た立地傾向がみられる。

分析に使用したデータと各種設定は以下の通り

である。保育サービスに対する需要については
2015 年『国勢調査』地域メッシュ統計（5 次メッ
シュ）の乳幼児人口（0 ～ 5 歳）1）を，供給につい
ては区の資料に掲載されていた 2015 年 10 月時点
の保育所等のリスト（住所・定員を含む）を使用
した。需要サーフェスについては 5 次メッシュの
代表点（重心）に乳幼児人口を割り当て，供給サー
フェスについては保育所等の所在地に入所定員を
割り当てた上で，それぞれカーネル密度推定法に
よってサーフェス化した。ただし，サテライト保
育の実施園では保護者が児童を送迎する分園に対
して本園の定員を割り当てた。カーネル密度推定
法のバンド幅 2）は，今回の分析では自宅から保
育所までの通所限界距離を表す。江東区における
慢性的に高い待機児童数を考慮して，保護者は広
い範囲で保育所を探索すると考え，通常より長い
1km を限界距離として設定した。

図 3　保育の需給ギャップの地図化手法

図 4　江東区における保育施設と保育需要の分布
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図 4 には，カーネル密度推定法により推定した
需要サーフェスを示した。江東区内でも乳幼児の
分布には偏りがみられ，全体的にマンション等の
集合住宅の多い地区で需要が多いことが分かる。
特に，臨海部の新市街地に位置し，地下鉄有楽町
線とゆりかもめが乗り入れる豊洲地区は，2000
年前後から工場・倉庫跡地に建設された高層マン
ションに共働きのファミリー世帯が大量に流入し
たため，乳幼児の密度がきわだって高くなってい
る（久木元�2016）。区の北部の既成市街地でも，
工場・倉庫の跡地や古いアパートの跡地にマン
ションが建設された地区で乳幼児が多い。

こうした需要の分布に対して，保育サービスを
供給する保育所の分布は，図 5 では必ずしも対応
しているようにはみえない。特に，区の中央部を
横断する地下鉄東西線の沿線は，需要が少ない割
に保育所数が多いのに対し，区の北部の既成市街
地や南部の新市街地では，保育需要と保育所の分

布にズレがあるようにみえる。これについて，認
可保育所・認定こども園の定員のみで作成した供
給サーフェスで確認すると，需要サーフェスと対
応しない地区が明らかになる（図 5b）。特に保育
サービスの不足が見込まれるのが豊洲地区である
が，そこには前述のサテライト保育や小規模保育
所などによって供給不足が緩和されていることが
図 5a から読み取れる。

こうした需要と供給のギャップを可視化したの
が図 6 である。認可保育所・認定こども園を対象
とした図 6b では豊洲地区や北部の保育所が少ない
地区で供給不足が顕著にみられる。しかし，それ
ら以外のサービスも加味した図 6a をみると，全体
的に需給ギャップの縮小幅は小さいが，豊洲地区
では大きく縮小していることが分かる。認証保育
所を含む小規模な保育施設設置の効果が限定的な
のに対して，湾岸地区に大きな定員の保育所を設
けたサテライト保育の効果の大きさが見て取れる。

図５　江東区における保育サービスの供給サーフェス

サテライト保育事業実施園

a．全ての保育所等

保育所等

0 1 2km 0 1 2km

供給密度（/km2）

認可保育所（分園含む）・認定こども園

分園 本園

小規模保育所・認証保育所

400 800 1,2000

定員 100
50
10

保育所等

供給密度（/km2）
認可保育所（分園含む）・認定こども園

400 800 1,2000

定員 100
50
10

b．認可保育所・認定こども園
のみ（サテライト保育事業
の実施園は除く）



日本労働研究雑誌40

Ⅳ　保育所の送迎と就労の両立可能性に
関する時空間解析

保育サービスの充足を評価するには，量的な需
給を地域ごとにみるだけでは十分ではない。特に
保育所の利用には，保護者の就労時間，送迎時間，
保育時間といった複数の時間をめぐる調整が必要
である。一般化・普遍化が進む保育所には保護者
の利便性も求められており，「時間」もまたその
需給を左右するものとして充足度評価に欠いては
ならない要素である。それを可能とする時空間解
析の一手法として，時空間アクセシビリティがあ
る。その原点は，スウェーデンの地理学者ヘーゲ
ルストランドが提唱した人間行動研究の枠組み

「時間地理学」である（Hägerstrand�1970；Lenntorp�
1976）。時間地理学は，人間の行動を「時空間パ
ス」と呼ばれる軌跡として，また行動の可能性

（ある時刻のある場所にいる人の到達可能な時空間の

範囲）を「時空間プリズム」という円錐形を用い
て，3 次元の時空間上に描き出すことに特徴があ
る。さらに時空間プリズムの容積と活動時間・場
所の選択はさまざまな制約に左右されると考える
ことで，人間行動を合理的に解釈しようとする。

この時間地理学の考え方を用いて，保育所の送
迎と就労の両立可能性を示したものが図 7 である

（以下，宮澤�2018 による 3））。この図には，その両
立にあたり 6 つの時間的・空間的な要件があるこ
とが示されている。すなわち，①朝，保育所の開
所後に保育所に児童を預ける。②始業前に職場に
到着する。③夕方，終業後に職場を出発する。④
保育所の閉所前に保育所に到着し児童を引き取
る。さらに，⑤自宅と保育所との距離は，児童の
移動の負担や事故等のリスクを考えれば短いこと
が望ましい。また，保育施設の中心である認可保
育所の利用を前提とすれば，⑥原則，居住自治体
の保育所を利用することとなる。

図 6　江東区における保育サービスの需給ギャップ
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図中の下側と上側の円錐は，各々①と②ならび
に③と④の条件に関する時空間プリズムである。
これらは，就労時間と保育時間の差に基づいて朝
に従業地まで到達可能な範囲と，夕方に従業地か
ら到達可能な範囲を示す。それぞれを空間上に投
影して描かれた円は「潜在経路域」と呼ばれ，そ
の内側に位置する保育所が朝と夕方のそれぞれで
送迎可能な施設と評価される。そして，送迎可能
と判断された保育所から一定の範囲が⑤と⑥を条
件として画定される。そこに住む人は，保育所の
送迎と就労の両立可能性が概ね高いと判断でき
る。

GIS のネットワーク分析を用いることで，以上
のような居住地と保育所，従業地との時空間アク
セシビリティを分析できる。事例として図 8 に，
認可保育所の利用を前提に，東京の西側の範囲

（東京からおよそ 10 ～ 30km の都心周辺部から郊外
にかけて）を対象に分析した結果を示した。居住
地と保育所，居住地側の最寄駅との移動には，徒
歩または自転車を利用するとした。従業地は東京
とし，その最寄駅は東京駅とした。東京駅を出発
する時刻と各保育所の閉所時刻（標準保育と延長
保育）を組み合せて分析し，ここでは平日の 4 通
りの結果を例示した。なお，保育所へは，保育士

との情報交換等の時間を確保するため，閉所の
10 分前には到着を要する設定とした。

図 8 の a と b は，標準保育時間内（18 時台前半
に終了する保育所が多い）で保育所を利用した場
合の結果である。送迎と就労の両立可能性が高い
範囲は，東京駅を 17 時 30 分に出発（17 時台前半
の終業を想定）すると都心周辺部と中央線沿いの
地域に限られ，18 時の出発（同 17 時台後半を想定）
ではほとんどの保育所で迎えができないことが分
かる。

図 8 の c と d は，延長保育時間まで子どもを
預けた場合の結果である。分析対象範囲では延長
保育は 9 割強の保育所で実施され，その 6 割弱は
19時台の前半，4割弱は20時台の前半に終了する。
延長保育を利用すれば，東京駅を 18 時 30 分に出
発（18 時台前半の終業を想定）しても広い範囲で
送迎と就労の両立可能性が高い。ただし，延長保
育の利用は多くの保育所で 1 歳児からであること
に注意が必要である。また，延長保育を利用して
も都心から離れるほど，迎えが可能な保育所は限
定的になる。特に徒歩で移動する場合にその傾向
は強い。東京駅の出発が 19 時（同 18 時台後半を
想定）になると，延長保育を利用しても送迎と就
労の両立可能性が高い範囲は郊外側で大きく狭ま
る。迎えの可能な保育所は遅くまで開いており，
駅に近接した保育所に限られる傾向が見て取れ
る。また，都心周辺部側でも徒歩で移動する場合
には迎えの困難な保育所が多いことが分かる。こ
うして，延長保育の有効性の限界が地図上に可視
化される。

以上の結果は，東京を従業地とする場合，保育
所の送迎と就労の両立可能性は，居住地がおおよ
そ 23 区の内か外か，その外でも駅に近いかどう
かで違いがあることを示唆する。これまで東京圏
では，30 代女性のうち比較的長い時間（週 35 時
間以上）勤務する女性は，都心に近接した地域な
らびに都心へのアクセスに優れた鉄道沿線に居住
する傾向が確認されてきた（宮澤�2012）。保育所
の送迎に関する時空間アクセシビリティの地域差
は，子育て世代が就労と家庭生活両立の手段とし
て選択する都心居住・駅近居住の一因と考えられ
る。

図７　保育所送迎と就労の両立可能性に関する時間地理学的表記
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注：�図の簡略化のためにすべての保育所について保育時間を同一とし
た。また，朝夕ともに同じ人が送迎を担当する場合を図示した。

出所：宮澤（2018）に掲載の図を一部改変。
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Ⅴ　郊外自治体における送迎保育導入の
効果

働く保護者にとって駅型保育所などの駅に近接
した保育所の利便性が高いことは，時空間解析の
結果からも示されている（宮澤�1998b）。保育所の
選択において，利便性の高い場所に位置する保育
所は人気があり，駅近居住を選択する子育て世代
の増加も加わって，駅に近い保育所では待機児童
が生じやすい（若林�2006）。一方で，交通条件の
劣る場所では定員に余裕がある保育所も発生して
いる。「送迎保育」は，このような自治体内での
需給ギャップを児童のバス送迎により縮小しよう
とする取組みである（図 9）。

送迎保育では，駅前等の利便性の高い場所に
「送迎保育ステーション」（以下，ステーションと
呼ぶ）と呼ばれる小規模な保育施設を設置し，保
護者はそこへ児童を送迎する。朝と夕方以降はス
テーションで児童を保育し，日中はステーション
からバスで児童を認可保育所等に送迎し，そこで
保育を受ける。前掲の江東区のサテライト保育も

送迎保育の一種だが，一般には複数の保育所を巡
回するかたちで送迎が行われる。

送迎保育は，保育所の運営法人や自治体の独自
事業であったものが，2001 年に試行事業化され，
2009 年度には「安心子ども基金」に基づく事業
の一環として「広域的保育所利用事業」に位置づ
けられた。こうした政策動向を受けて，送迎保育

図 8　保育所の送迎と就労の両立可能地域（2015 年時点）

保育所の送迎可能性：保育所の送迎可能性： 徒歩と自転車で送迎可能徒歩と自転車で送迎可能 自転車で送迎可能自転車で送迎可能 送迎不可能送迎不可能
送迎と就労の両立可能性が高い範囲：送迎と就労の両立可能性が高い範囲： 徒歩・自転車で移動徒歩・自転車で移動 自転車で移動自転車で移動
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出所：宮澤（2018）に掲載の図を一部改変。

図 9　送迎保育の仕組み
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を導入する自治体が少しずつではあるが増えてい
る。2018 年度には少なくとも 26 の市町村が送迎
保育を実施しており，その多くは三大都市圏の郊
外に位置する（図 10）。大都市の郊外では，Ⅳで
みたように送迎と就労の両立に対して時間的・空
間的な制約が強いため，保護者は送迎保育に対し
て利便性の向上も期待していると考えられる。

送迎保育を導入した郊外自治体の事例として千
葉県流山市を取り上げ，その効果を時空間アクセ
シビリティから評価してみたい。流山市は，東京
から約 25km の千葉県西部に位置する，人口およ
そ 19 万人の市である（図 11）。流山市では 2005
年のつくばエクスプレス開通に伴い東京へのアク
セスが大きく改善され，その沿線で進んだ住宅開
発を受けて子育て世代の転入が続いてきた。市政
でも「子育てにやさしいまちづくり」を標榜して
いる。

流山市では，つくばエクスプレス開通の当初，
その沿線に保育所は少なく，既存の保育所はほか
の場所に点在するという地域的な需給ギャップが
存在した（厚生労働省�2013）。これを解消するた
め，2007 年に市がステーションを流山おおたか
の森駅前に，その翌年には南流山駅前にも設置
し，社会福祉法人に委託して送迎保育を開始し

た。その後，つくばエクスプレス沿線の保育所整
備は精力的に進められたが，待機児童は解消され
ておらず，送迎保育も利用希望者の増加に対して
バスの台数を増やしながら拡充してきた。ステー
ションから市内を放射状にバス送迎が行われてい
る。2018 年 9 月末時点の利用登録者数は 204 人

図 10　送迎保育の実施市区町村（2018 年度）

送迎保育実施市区町村

00 2525 50km50km 00 100100 200km200km
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出所：�可部（2017）および市区町村 web サイト等の検索結果に基づき
作成。

図 11　流山市における保育所の送迎可能性（夕方の迎え，2018 年）
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であり 4），保育所等利用児童の 5％弱に当たる。
流山市の送迎保育 5）は，自宅から保育所まで

が離れている（700m かつ 15 分以上），就労等の理
由により保育所開所時間に送迎が困難などのいず
れかの要件を保護者が満たす，満 1 歳を超える児
童が対象である。料金は月額 2000 円，スポット
利用は 1 日 100 円である。朝は 7 時から 7 時 50
分の間に児童をステーションに預け，夕方は 17
時頃から 18 時までに引き取る。児童は 8 時頃に
バスで市内他所の認可保育所等に向かい 9 時頃に
登園し，16 時頃に降園して 17 時頃にステーショ
ンに戻る。また，別途費用はかかるが，おおたか
の森のステーションでは 21 時まで，南流山のス
テーションでは 20 時までの延長保育も可能であ
る。ただし，保育所と保護者との直接的なつなが
りも大切にするため，週に 1 回程度は直接保育所
に送迎する必要がある。また，小規模保育所と認
可保育所の分園はバス送迎の対象ではなく，それ
ぞれのステーションに近い距離にある認可保育
所・認定こども園も対象外である。

図 11 は，流山市における保育所の平日夕方の
迎えの可能性を，時空間アクセシビリティから評
価したものである。先と同様に従業地は東京に，
その最寄駅は東京駅にした。保育所はそれぞれ最
長の時間で利用し，閉所の 10 分前には到着を要
する設定とし，居住地側の最寄駅との交通手段に
は路線バスの利用も可能とした。なお，流山市の
保育所等はすべてが 19 時かそれ以降までの延長
保育を実施しており，半数は 19 時まで，約 4 割
は 20 時まで保育時間を延長している。

分析結果に基づくと，迎えが困難と評価される
保育所（×印）は，東京駅を 18 時に出発（17 時
台後半の終業を想定）するケースから市の周辺部
や閉所が早い保育所であらわれはじめ，出発が遅
くなるほど多くなる。東京駅を 19 時に出発（18
時台後半の終業を想定）するケースでは，東京に
近い市南西部の遅くまで開いている保育所を除
き，ほとんどの保育所で迎えが困難になる結果が
得られた。ただし，ステーションへの迎えは，そ
こでの延長保育を利用すれば可能であり，直接の
迎えが困難とされる保育所へも児童を預けること
が可能となる。この結果は，送迎保育導入の効果

として，保護者の保育所選択における選択肢が送
迎の利便性だけにとらわれずに大きく広がる可能
性を示しており，需給ギャップの縮小に対する寄
与が示唆される。

Ⅵ　おわりに─保育政策と働き方改革連
携の重要性

本稿ではここまで，GIS を用いて保育サービス
にみられる需給ギャップとそれを是正するための
様々な取組みの効果を可視化してきた。特に待機
児童問題が深刻化している大都市圏を対象地域と
して分析結果を示した。具体的には順番に，a 小
規模保育施設（小規模保育所や都の認証保育所など）
の整備，b 長時間保育，c 駅に近接した場所にお
ける保育所開設（駅型保育所），そして d 送迎保
育の導入に言及した。また，就労との両立に対す
る自助努力として，e 都心居住・駅近居住の効果
も示した。

図 12 は，これらを前掲の図 7 に加筆したもの
である。b は長時間保育を示しており，保育時間
の延長により時空間プリズムを拡大させることで
①から④の制約を緩和する直接的な方法である。
一方，a は小規模保育施設であり，土地の余裕は
ないが需要が集中しやすい場所における保育所整

図 12�　多様な保育サービスの充実と働き方改革による時間的・
空間的制約の緩和
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備に寄与し，c が示す駅型保育所はその典型であ
る。e で示した都心居住・駅近居住も加えれば，
これらは従業地に対して保育所ならびに自宅を近
づけることでアクセシビリティを高める方法とい
える。そして，d が送迎保育であり，a と c およ
び児童のバス送迎を組み合せたものであった。バ
ス送迎は図中⑤の制約を緩和する方法である。

これらのうち小規模保育施設を整備することに
より得られる効果は，深刻な待機児童に悩む大都
市においては限定的にならざるを得ない可能性が
本稿の分析結果では示された。保育の無償化に
よって保育需要が一層拡大することを予想すれ
ば，なおさらそのように考えられる。また，小規
模保育施設に対しては，従来から園庭や屋内のス
ペースの貧困さが問題視されてきた。その点で認
可保育所の利用を理想とする保護者が実際には多
い。保護者からみた送迎保育への期待は，保育に
相応しいスペースの保障と送迎の利便性との両立
にあるといえる。そして，地域的・空間的な需給
ギャップが顕著にみられる自治体ほど，その縮小
に対する送迎保育導入のポテンシャルは高いと考
えられる。特に江東区のように定員規模の大きい
認可保育所の新設と組み合わせての導入は効果が
大きいであろう。

しかし，現時点で送迎保育の実施自治体は必ず
しも多くはない。導入後にサービスを縮小した横
浜市のようなケースもある。送迎保育に対して
は，ステークホルダーごとに次の課題が指摘され
ている。サービスを実際に提供する事業者は乳幼
児を乗せたバスを運行することに伴うリスクが，
自治体は委託料や補助金の負担が，保育所（保育
士）と保護者は両者の関係性が希薄になりやすい
ことが，そして児童は長時間のバス移動が心身面
の負担になりやすいことが指摘されてきた（船井
総合研究所�2017，澤田ほか�2018）6）。筆者らもかつ
て送迎保育を実施する他自治体での調査結果とし
て，長時間にわたる保育ならびに 1 日に 2 度のバ
ス移動と保育場所ならびに保育士・児童同士の対
人環境の変化が児童の生活や心理面に与える影響
を指摘し，それに葛藤を覚えながらサービスを利
用する保護者の存在を示唆した（木内・宮澤�
2013）。

多様化・柔軟化が進む保育サービスは実情とし
て，保護者の利便性が優先され，保育を受ける児
童に柔軟な対応が求められる方向で整備が進めら
れてきたといえなくもない。また，サービス供給
の急速な拡大は，保育士の不足と雇用待遇の悪化
を招いている。これは，保育従事者の生活保障の
問題だけでなく，児童が受ける保育の質の低下に
つながることが広く危惧されている。保育の無償
化は，この問題に拍車をかける可能性がある。そ
もそも，保育に児童の福祉という観点は欠かせな
い。それには，児童が受ける負担と保護者の就労
のバランスを考えること，つまり保育政策と働き
方改革の連携を改めて問わなければならない。

図 12 には，働き方改革との関連において，�
f 就労時間の短縮，g 送迎の分担，h 在宅勤務・
サテライトオフィス勤務も記載した。就労時間の
短縮は，日本社会において慣習化した長時間就労
を是正するものであり，図中の時空間プリズムの
拡大や児童が保育サービスを受ける時間の短縮に
寄与する 7）。送迎の分担は，図中に示した制約へ
の対応の分担でもある。従来たとえば夫婦が送迎
を分担するかたちが多くの世帯で採用されてき
た。その促進とより高い効果には，それぞれの就
労時間を時刻面で十分にずらせるだけの柔軟な就
労形態が求められる。そして在宅勤務・サテライ
トオフィス勤務は，駅型保育所や都心居住・駅近
居住とは逆方向の空間的な調整である。男女を問
わない育児休業の取得促進とあわせて，就労の時
間と空間を柔軟化するこれらの取組みの進展を期
待したい。

児童や保育従事者への過度の負担を避けるため
には，負担の社会的な分散が不可欠である。働き
方改革の取組みと連携した総合的な就労と家庭生
活の両立支援は，保育サービスへの過度の依存を
緩和し，その需給バランスの改善にも少なからず
寄与するであろう。これらの促進には，企業を含
む社会全体の意識改革，ならびにより一層の協力
が必要とされる。

＊本稿の作成にあたっては，日本学術振興会科学研究費補助金
（課題番号 15H01783）の助成を受けた。

� 1）5 歳階級別に表章されている。そこで，5 ～ 9 歳人口を 5
で除した値を 0 ～ 4 歳人口に足すことで 0 ～ 5 歳人口とした。



日本労働研究雑誌46

� 2）平滑化のパラメータであり，標本が影響を及ぼす範囲を示
す。

� 3）宮澤（2018）の 2 節と 3 節の内容を一部抜粋し，再構成し
たものである。

� 4）流山市 web サイト「平成 30 年度　子ども家庭部長の仕事
と目標」による。https://www.city.nagareyama.chiba.jp/_res/
projects/default_project/_page_/001/010/121/h30butyousaisyu2.
pdf

� 5）以下の送迎教育の説明は，流山市 web サイト「送迎保育
ステーションのご案内」に基づいている。https://www.city.
nagareyama.chiba.jp/life/1001107/1001188/index.html

� 6）なお，江東区のサテライト保育は，本園・分園方式の保育
所において同一事業者が送迎保育を行うことで，巡回方式に
みられるバス送迎の長時間化と，保育所と保護者の関係性が
希薄となる問題を軽減しようとしている（江東区こども未来
部保育計画課�2015）。

� 7）本稿に掲載した分析結果の図は，保育サービスの有効性の
限界に注目したものが中心である。就労時間短縮の効果に関
しては，終業時刻をより早く設定した場合の分析結果が参考
になる。本稿には図示しなかったが，より短い保育時間にお
いても保育所の送迎と就労の両立可能性の高い範囲が広くな
る結果が得られている。
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